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　本市における市営住宅の整備事業は、戦後の住宅確保を目的として昭和22年度から始まり、以来、
人口の増加や近隣町村からの流入人口の増加とともに、昭和30 年代から40 年代にかけて、公営
住宅や改良住宅を数多く整備、供給してきました。
　その後、公営住宅において、昭和 45 年度から耐火構造の新規建設を開始し、さらには老朽化す
る住宅施設の更新、不燃化の促進といった観点から、昭和 57年度より建替事業に着手し、公営住
宅の整備を進めています。
　加えて、中堅所得者向けの住宅として、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく特
定公共賃貸住宅を片柳町団地やトドメキ団地に供給しており、平成17年度からは、公営住宅の供給
を補完するため、民間を活用した公的賃貸住宅の供給施策として、高齢者向け優良賃貸住宅の供給
を行っています。
　現在は、城前団地の建替事業を進めていますが、昭和 50 年代半ばまでに数多く建設された市営
住宅の老朽化が進んでおり、安全で適切な居住水準の住宅を市民に供給するといった観点から、老
朽化した住宅の維持修繕・更新費用の増加が見込まれる一方で、人口減少、少子高齢化社会の進
展による社会保障費の増大や労働人口の減少などに伴い、今後も厳しい財政状況が予想され、これ
まで以上に効率的な施設管理が求められています。
　国は、高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラの老朽化が進行している状況を受けて、
個別施設毎の長寿命化計画を核としてメンテナンスサイクルを構築すること、メンテナンスサイクルの
実行や体制の構築等によりトータルコストを縮減・平準化すること等を目的として「インフラ長寿命
化基本計画（平成 25 年11月）」及び、これに基づく「国土交通省インフラ長寿命化計画（平成 26
年５月）」、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（平成 26 年４月）」を策定し、各イ
ンフラ管理者に対して、個別施設毎の具体な対応方針を定める計画として、個別施設毎の長寿命化
計画を策定することを定めました。また、公営住宅等においては、これらの計画・指針を踏まえ、平
成 28 年８月に「公営住宅等長寿命化計画策定指針（以下、「策定指針」という。）」が改定されました。
　本市では、平成 23 年度に「会津若松市公営住宅等長寿命化計画」を策定し、中長期的な維持
管理計画に基づき、事業を実施してきましたが、計画策定から10 年が経過し、見直し時期を迎え
ていること、国の策定指針が改定されたことなどから、計画の改定を行うものです。
　また、平成 29 年度にこれまでの住宅関係条例を「会津若松市市営住宅条例」に一本化し、市が
供給し、管理運営する住宅についてはすべて「市営住宅」と定義したことから、計画名を「会津若
松市市営住宅長寿命化計画」に改めるものです。

第1章　市営住宅長寿命化計画の背景・目的

１．背景
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　本市では、令和２年４月１日現在、昭和27年度から令和元年度までに建設された25団地・258
棟・2,517 戸（公営住宅1,939戸、改良住宅 536戸、更新住宅 30戸、特定公共賃貸住宅12戸）
の市営住宅を管理しています。そのうち、約２割の住宅が公営住宅法上の耐用年限を超過しており、
約５割の住宅が耐用年限の1/2を経過しているなど、ストックの設備・機能面での老朽化が進み、
効率的な機能回復や更新が課題となってきています。
　このような背景を踏まえ、市営住宅ストックの適切なマネジメントを行うべく、適切な点検や修繕、
データ管理等を行い、市営住宅の状況や将来的な需要見通しを踏まえた各団地のあり方を考慮した
上で、効率的・効果的な団地別・住棟別の事業手法を選定し、厳しい財政状況においても計画的な
修繕を実施し、予防保全への転換、ライフサイクルコストの削減、事業費の平準化を目的として策
定するものです。
　なお、本計画は、ＳＤＧｓの17の目標のうち、次の目標達成に寄与するものです。

　前計画においては、市営住宅の状況を把握・検討のうえ、団地別・住棟別に「建替、改善、維持
管理、用途廃止」とする活用方針を設定し、城前団地建替事業による施設の更新、既存ストックを
有効に活用していくための大規模改善工事のほか、下水道への接続や手摺りの設置、建具の改修な
ど個別の改善を実施することで、安全性や居住性の向上、及び施設の長寿命化を図り、対症療法
的な事後保全から予防保全的な対応への取組を推進してきました。なお、改善等の対応を要する施
設はまだ多いことから、今後も継続して事業を実施していく必要があります。
　また、老朽化から用途を廃止すると予定した住宅のうち、１団地の８戸については用途を廃止のう
え除却し、跡地は隣接施設による利活用を図りました。これら用途廃止予定とした住宅は、入居者
の退去後に募集を停止する政策空家とし、用途廃止に向けて取り組んできましたが、まだ入居中の
住戸がある一方、増加する空家の管理にも課題があるため、入居者の意向を確認した上での住み替
えなども含め、計画的な廃止に向けた対応が必要となっています。

■前計画における事業実施概要
　◯城前団地建替	：４棟 72戸を整備済、令和２～３年度で１棟16戸を建設中。
　◯大規模改善	：年貢町団地及び居合団地を完了。令和2年度より城西団地に着手。
　◯その他改善	：下水道接続、共用部手摺設置、屋根改善、ガス管改修を完了。
　	 		建具改修、給水管更生、エレベーター改修を継続して実施中。
　◯用 途 廃 止	：天寧寺町口団地を廃止し、１棟８戸を除却。

11…包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する

２．目的

３．前計画の取組と成果
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　本計画は、上位計画である「会津若松市第７次総合計画」等を踏まえ、「会津若松市公共施設等
総合管理計画」や「会津若松市公共施設保全計画」との調和を図り、計画するものとします。

　本計画は、中長期的な視点から今後の市営住宅の在り方を総合的に捉える必要があることから、
令和３年度から令和12年度までの10 年間を計画期間とします。
　なお、社会情勢の変化への対応や事業の進捗状況を勘案し、必要に応じて適宜見直しを行うもの
とします。

第2章　計画の位置づけと期間

１．計画の位置づけ

２．計画期間

会津若松市
第７次総合計画

会津若松市市営住宅長寿命化計画

インフラ
長寿命化
基本計画
（国）

住生活基本法

住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅
の供給の促進に

関する法律
（住宅セーフティネット法）

住生活基本計画
（全国計画）

福島県
住生活基本計画

インフラ
長寿命化計画
（行動計画）

（国）

公共施設等総合管理計画

公共施設再編の考え方

公共施設保全計画
他の個別計画

（公共施設　　
  再編プラン等） 連携

H28 H29 H30 H31
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

第 3期 第４期地域住宅計画（福島県地域）
H29－ R3

第５期地域住宅計画（福島県地域）
R4－ R8

第６期地域住宅計画
R9－ R13

第 6次 会津若松市第 7次総合計画 会津若松市第８次総合計画

会津若松市公共施設等総合管理計画

会津若松市公営住宅等長寿命化計画
H23－ R2

会津若松市市営住宅長寿命化計画
R3－ R12
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　本市では、市営住宅 2,517 戸（令和2年 4月1日現在）を管理しており、その内訳は、「公営住宅」
が	1,939戸、「改良住宅」が536戸、「更新住宅」が 30戸、「特定公共賃貸住宅」が12戸となっ
ています。

（１）管理戸数の推移
　本市の市営住宅は、戦後木造住宅を中心に供給され、昭和30 年代中頃より中層耐火構造の住
宅供給が始まり、高度経済成長期の流入人口の受け入れなどに対応するため、大量の住宅を建設
してきました。
　昭和 50 年代中頃からは、これまでの新規建設から、既存住宅の建て替えへと移行し、木造住
宅から中層耐火構造の住宅への更新が行われてきており、市町村合併による変動があったものの、
建替開始から現在までほぼ一定の供給量を維持しています。

■管理戸数の推移（令和2年 4月1日現在）

第３章　市営住宅の状況

１．市営住宅の概要

２．管理戸数

合併に伴う
管理戸数の増加

建替（供給戸数維持）建設（供給戸数増加）
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（２）構造別管理戸数
　市営住宅においては、当初木造や簡易耐火構造の住宅を主に建設してきましたが、昭和30 年
代中頃からの中層住宅の新規建設と昭和 50 年代中頃から取り組んできた建替事業により、耐火
構造の住宅建設が進んできており、現在では管理戸数の76.8％が耐火構造となっています。
　しかしながら、昭和30 年代から40 年代に建てられたコンクリートブロック造の住宅がまだ多く
残っており、経年劣化も進んでいるため、居住環境の低下がみられる住戸も増えてきています。

　　　　	■構造別管理戸数（令和2年 4月1日現在）

構造（略称） 建設戸数 割合

木　造　　　　　　　　　　 61 2.4%

簡易耐火構造平家建（簡平） 420 16.7％

簡易耐火構造二階建（簡二） 64 2.5％

特殊耐火構造　　　	（特耐） 40 1.6％

耐火構造　　　　　	（耐火） 1,932 76.8％

合　　		計 2,517 100％
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（３）建設年度別管理戸数
　市営住宅においては、公営住宅法上の耐用年限の1/2を経過すると、建替事業を施行する要
件に該当し、「相当機能が低下している」と判断されます。
　現在本市で管理している市営住宅は、昭和 50 年代までに建設されたものが全体の71.7％を占
めており、中には耐用年限を超過している住棟もあるため、入居者の安全性確保の観点から、更
新や用途廃止等により対応していく必要があります。

　　　　	■建設年度別管理戸数（令和2年 4月1日現在）

建設年代 建設戸数 割合

　　　　		～昭和 39 年 442 17.6%

昭和 40 年～昭和 49 年 915 36.4％

昭和 50 年～昭和 59 年 445 17.7％

昭和 60年～平成			6 年 419 16.6％

平成			7 年～平成 16年 224 8.9％

平成 17 年～平成 26 年 0 0％

平成 27 年～現　　		在 72 2.9％

合　　		計 2,517 100％
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年齢
市営住宅 市全体※

人数 割合 人数 割合

～ 20歳代 672 20.3％ 30,098 25.7％

30 歳代 237 7.2％ 12,326 10.5％

40 歳代 349 10.5％ 15,142 12.9％

50 歳代 351 10.6％ 15,284 13.0％

60 歳代 566 17.1％ 17,495 14.9％

70 歳代 656 19.8％ 14,736 12.6％

80 歳代 410 12.4％ 9,561 8.1％

90 歳代～ 69 2.1％ 2,687 2.3％

合計 3,310 117,329

　令和 2年 4月1日現在、市営住宅管理戸数 2,517 戸のうち、入居している住戸は1,883戸で、
入居率は74.8％になっております。
　募集を停止している政策空家を除くと入居率は88.7％になりますが、老朽化等により募集できな
い住戸も増えてきている状況にあります。

（１）年齢構成
　市営住宅には、令和2年 4月1日現在で3,310人の方が入居されていますが、年齢別の割合
をみると、65歳以上の高齢者が半分近くを占めており、30 歳代から50 歳代の中堅所得者層の
入居者が少ない状況になっています。

　　　　　　	■年齢別割合（令和2年 4月1日現在）

※会津若松市の住基人口（令和 2年 4月1日現在）

３．入居者の状況
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（２）世帯人員
　入居者の世帯構成は、単身世帯や２人世帯が多く、大人数で構成する世帯は少ない状況にあります。

■世帯人員別割合（令和2年 4月1日現在）

（３）単身世帯の年齢構成
　単身世帯の年齢内訳をみると、60 歳代以上の高齢者が非常に多くなっています。

■単身世帯の年齢別割合（令和2年 4月1日現在）
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募集年度 募集数（戸） 申込数（人） 倍率（人／戸）

平成 22年度 75 406 5.4

平成 23年度 37 275 7.4

平成 24年度 56 352 6.3

平成 25年度 79 380 4.8

平成 26年度 80 391 4.9

平成 27年度 87 328 3.8

平成 28年度 103 287 2.8

平成 29年度 99 192 1.9

平成 30年度 87 225 2.6

平成 31・令和元年度 80 165 2.1

平均 78.3 300.1 3.8

　本市では、退去等により空室が生じた住戸に対して、新たに入居される方の募集を	年４回（5月、
8月、11月、2月）行っています。なお、募集による入居希望者がなかった住戸については、随時
入居可能とする運用としています。
　過去10 年間の空家募集に対する応募倍率は減少傾向にあり、直近の３年間では1.9～2.6となっ
ています。
　なお、平成 23 年度は東日本大震災の影響により、募集戸数が少なかったため、高い倍率になっ
ているものと考えられます。

　　　　　■応募倍率（令和2年 4月1日現在）

４．応募の状況
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年度 管理戸数 入居戸数 空家総数 政策空家 政策空家以外 実空家率

H23 2,599 2,246 353 271 82 3.5％

H24 2,599 2,197 402 298 104 4.5％

H25 2,587 2,136 451 324 127 5.6％

H26 2,587 2,101 486 347 139 6.2％

H27 2,587 2,048 539 370 169 7.6％

H28 2,575 1,998 577 378 199 9.1％

H29 2,575 1,981 594 389 205 9.4％

H30 2,531 1,963 568 366 202 9.3％

H31･R1 2,503 1,932 571 360 211 9.8％

R2 2,517 1,883 634 393 241 11.3％

　過年度４月時点の実空家率（政策空家を除く空家率）は、年々高くなっていますが、原因としては、
老朽化等により募集できない住戸が増えてきているほか、エレベーターが設置されていない上層階
の住戸や古い住戸は敬遠される傾向にあることが考えられます。

　　■空家戸数の推移（各年度4月1日現在）

５．空家の状況
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　市営住宅の長寿命化に向けては、対症療法的な「事後保全」ではなく、故障や不具合を未然に防
ぐ「予防保全」をより一層推進する必要があります。予防保全を実施することにより、機能の低下や
劣化の進行を防ぎ、耐久性の向上を図ることによって、長期的に活用するとともに、入居者の安全を
確保することが可能になります。
　計画的な予防保全を実施するためには、故障や不具合の兆候を早期に発見することが重要になる
ため、定期点検や日常点検、法定点検を適切に実施し、ストックの状況把握に努めます。

　（１）定期点検及び日常点検の実施
　建築基準法第12条の規定に基づく建築・設備に係る法定点検及び各種法令（消防法・水道
法等）に基づく法定点検を実施します。
　また、以前より、本市の市営住宅においては、住宅の機能低下や劣化の進行を防ぎ、耐久性
の向上を図る目的から、「会津若松市市営住宅保全点検マニュアル」を策定し、定期的な保全
点検を行い、その結果を基に計画的な修繕及び改善工事を実施しています。また、平成 29 年
度からは各建物ごとの施設保全計画を作成の上、計画的な維持管理及び予防保全を行っていく
こととした「会津若松市公共施設等総合管理計画」と一本化し、その内容に則った保全点検を
実施することにより、より正確な状況把握に努めています。

　（２）点検結果等に基づく修繕の実施
　点検を通して把握した市営住宅ストックの状況を踏まえ、効率的かつ効果的な修繕工事を計
画的に実施していきます。

　（３）点検結果や実施した修繕内容のデータ管理
　管理している市営住宅の整備・管理に関するデータを住棟単位で整理し、法定点検や定期点
検等の実施結果等も踏まえてデータベース化するとともに、予防保全的な計画修繕を実施しま
す。また、将来見込まれる修繕工事の内容や時期、費用等についてあらかじめ把握し、財政負
担の平準化と計画的な修繕工事を推進します。

第４章　長寿命化に関する基本方針

１．ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する方針
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　住宅ストックの長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストの縮減により、効率的なストックの
維持管理を行うことを目的として、以下の項目について実施していくこととします。

　（１）予防保全的な維持管理の実施
　対症療法的な維持保全ではなく、耐久性の向上に寄与する修繕や改善を行うなど、予防保
全的な維持管理を実施することにより、住宅ストックの長寿命化を図ります。

　（２）建物の仕様変更による耐久性の向上及び修繕周期の延長
　必要な修繕や改善の複合的な実施と合わせて、修繕周期のより長い部材等へ更新するなど、
建物の仕様を変更することにより耐久性の向上や修繕周期の延長を図り、ライフサイクルコスト
の縮減を図ります。

　（３）定期点検及び日常点検の実施による効率的な修繕・改善
　定期点検や日常点検を充実させることにより、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防
ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施を図ります。

２．改善事業の実施による長寿命化及び
ライフサイクルコストの縮減に関する方針
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　本計画では、会津若松市市営住宅条例に規定されている市営住宅（公営住宅、改良住宅、更新住宅、
特定公共賃貸住宅）及び共同施設を対象とします。
　対象住宅は、令和２年４月１日現在で、25団地、258 棟、2,517 戸になります。

　公営住宅：市が公営住宅法に基づき建設した住宅
　改良住宅：市が住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業により建設した住宅
　更新住宅：改良住宅等建替事業により建て替えられた住宅
　特定公共賃貸住宅：市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の基準に従い
　　　　　　　　　　建設した住宅
　共同施設：公営住宅法または住宅地区改良法で規定されている施設
　　　　　　（集会所、公園等）

　団地別・住棟別の基礎的項目、事業手法の選定に必要な項目、維持管理の計画に必要な項目を、
次の表に示します。	

第５章　長寿命化計画の対象と事業手法の選定

１．対象

２．団地別・住棟別状況の把握



- 14 -



- 15 -



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -

　策定指針において示されている「事業手法の選定フロー」に基づき、団地別・住棟別の事業手法
を選定します。
　中長期的な需要見通しを踏まえること、改善事業により既存ストックの長寿命化を図ることを優先
すること、現行の耐震基準を満たさないなど、安全性の確保に課題のある団地・住棟の事業を優先
的に実施すること、他の団地と集約・再編することなどを考慮しています。

３．団地別・住棟別の事業手法の選定

出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年８月改定　国土交通省）
27 

■事業手法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮
．
設定 

②-2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 ②-1 団地敷地の現在の立地環境等の社

会的特性を踏まえた管理方針 
必要 不要 

可能 不可能 

居住性に係る 
評価項目の決定 

必要 不要 

躯体・避難の 
安全性に係る改善 

の必要性 

ⅰ）～ⅲ）

全てが活用

に適する 左記以外 

居住性に係る
改善の必要性 

④３次判定：計画期間における事業手法の決定 

④-2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮
．
設定 

④-4 計画期間における事業手法の決定 
・長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10年以上）内における最終的な事業手法を決定する。 

・改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、全面的改善か個別改善かを決定する。 

・計画期間内の事業予定を、公営住宅等ストックの事業手法別戸数表（P.25）及び様式１～３（P.52）として整理する。 

問題あり 問題なし

④-1 集約・再編等の可能性を踏まえた団

地・住棟の事業手法の再判定 
 

・集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異

なる事業手法に判定された住棟が混在する団

地等は、効率的な事業実施のため、必要に応じ

て建替や改善等の事業手法を再判定する。 
・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの

対応等の観点から総合的な検討を行う。 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理する団地 維持管理 改善 建替 
優先的な 

改善 

優先的な 

建替 
優先的な建替 

当面管理する団地 

（建替を前提としない） 
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用途 

廃止 
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当面維持

管理 

用途 
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優先的な用途廃止 

②-2 

②-1 
改善不要 改善が必要 

優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理する団地 維持管理 改善、又は建替 
優先的な改善、 

又は優先的な建替 
優先的な建替 

継続管理について 

判断を留保する団地 

維持管理、 

又は用途廃止 

改善、建替、 
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優先的な用途廃止 

優先的な建替、 
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■ 事業実施時期の調整 

・事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、事
業実施時期を調整して改めて試算し、問題がないか確認を行う。 

■ 事業費の試算 

・中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される新規整備、改善、建替
等に係る年度別事業費を試算する。 

【Ｂグループ】 

③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 
・将来のストック量推計を踏まえ、「継続管理する団地」又は

「当面管理する団地（建替を前提としない）」の判定を行い、

事業手法を仮設定する。新規整備の検討も行う。 

【Ａグループ】 
③-1 LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業

手法の仮
．
設定 

・改善事業と建替事業の LCC 比較や、計画期間内の建替事業量

の試算を踏まえ、改善か建替かを仮設定する。 

事業実施時期の決定 及び 年度別事業費の試算 

④-3 長期的な管理の見通しの作成【30 年程度】 
全団地・住棟の供用期間、事業実施時期等を示した概ね 30 年程度の長期的な管理の見通しを作成する。 

躯体・避難の 
安全性に係る改善

の可能性 

ⅰ）需要 
ⅱ）効率性
ⅲ）立地 

①公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】 

新規 

整備 

③-2 
③-1 
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（１）市営住宅の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計
　市営住宅の需要の見通しの検討にあたっては、まず、将来のある時点における世帯数等の推計
を基に、市営住宅の入居資格を有する収入区分の世帯数を推計し、そのうち自力では最低居住面
積水準を達成することが著しく困難な年収である世帯（以下「住宅確保要配慮世帯」という。）の
世帯数を推計します。この推計手法を「ストック推計」といいます。
　ストック推計は、策定指針に示されている「ストック推計プログラム」にて算定します。
　このストック推計により算定される結果は、将来のある時点（目標年次）における県営・市営な
どの公営住宅や民間賃貸住宅等を含めた全ての借家に居住する住宅確保要配慮世帯の世帯数を
示しています。
　この結果をもとに、県営住宅の供給戸数の見込みや民間賃貸住宅等の状況などを考慮したうえ
で、将来の市営住宅のストック量を検討します。

１）将来の「住宅確保要配慮世帯の世帯数」の推計結果
　策定指針に示されている「ストック推計プログラム」に基づき、本市の将来における「住宅確
保要配慮世帯数」を推計した結果は以下のようになります。

　住宅確保要配慮世帯数は、一般世帯数の減少に伴い、令和２年度の 4,052 世帯から令和22年
度には2,934世帯（令和２年度との比率：72.4％）に減少する見通しとなっています。

使用データ：総務省「国勢調査」（2000（平成12）年、2005（平成17）年、2010（平成 22）年、2015（平成 27）年	）
　　　　　　　　　「住宅・土地統計調査」（2003（平成15）年、2008（平成 20）年、2013（平成 25）年、2018（平成 30）年	）
　　　　　　　　　「家計調査年報」（2007（平成19）年～2019（令和元）年）
　　　　　		国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2019 年推計）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「日本の地域別将来推計人口」（平成 30（2018）年推計）

一般世帯数と住宅確保要配慮世帯数 ※R2.4.1現状値

単位：年度 令和２年度 令和７年度 令和 12年度 令和 17年度 令和 22年度

一般世帯数 50,087 ※ 48,669 46,763 44,450 41,788
住宅確保要配慮

世帯数 4,052 3,701 3,347 3,070 2,934

割合 8.1％ 7.6％ 7.2％ 6.9％ 7.0％
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２）会津若松市の住宅ストックの概況の把握
　本市の居住世帯のある住宅は49,210戸となっており、公営の借家としては、3,270戸の調査値と
なっています。なお、令和2年 4月1日現在の公営借家実数は、市営住宅 2,517 戸、県営住宅1,234
戸、復興住宅134戸（合計3,885戸）となっています。
　また、13,130戸の民間借家（民間賃貸住宅）があるものの、都市再生機構（UR)・公社の借家
は整備されていません。
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３）「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定
　本市においては、UR・公社借家は整備されていないことから、民間賃貸住宅（民営借家）のみを
対象として算定を行うこととします。

　「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方
　本市の住宅扶助費一般基準上限額を考慮し、１人世帯は 30,000 円未満、２人以上の世帯につ
いては、40,000 円未満を「低廉な家賃」と考えます。また、住宅面積が 30㎡以上（２人世帯の最
低居住面積水準は上回るストックを対象）であることに加えて、耐震性が確保されていると考えられ
る昭和 56 年以降に建設されたストックを「一定の質」と考えます。

①上記表の網掛け部分のストック＝1,660戸
②昭和 56 年以降に建設された民営借家率＝68.5％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	（平成 30 年住宅・土地統計調査　基本集計 6-2 表より）

　「低廉な家賃かつ一定の質」を確保した民間賃貸住宅　①×②＝1,137 戸
　（民間賃貸住宅における「低廉な家賃かつ一定の質」の比率＝1,137 戸／13,130戸＝8.6％）

会津若松市の住宅扶助費一般基準上限額

延べ面積区分・家賃帯別借家数

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査　基本集計131表

級地 １人 ２人 ３～ 5人 6人 7人以上

3級地 33,000 円 40,000 円 43,000 円 46,000 円 51,000 円

総数 1万円
未満

1～ 2万円
未満

2～ 3万円
未満

3～ 4万円
未満

4～ 6万円
未満

6～ 8万円
未満

8～ 10万
円未満

10 万円
以上

29㎡以下 4,060 - 70 550 1,300 1,350 410 - -

30 ～ 49㎡ 4,340 110 130 140 940 2,450 570 - -

50 ～ 69㎡ 3,100 110 20 30 490 1,280 1,060 90 -

70 ～ 99㎡ 920 30 40 110 180 150 280 90 30

100 ～ 149㎡ 440 160 30 30 10 110 60 20 -

150㎡以上 280 - - 30 10 120 110 - -
民営借家
（専用住宅） 13,130 400 290 890 2,930 5,460 2,510 200 30
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４）住宅確保要配慮世帯への対応と目標管理戸数の設定
　令和22 年度までの住宅確保要配慮世帯の世帯数（＝需要量）の推移とともに、将来の一般世
帯数の減少等を勘案しつつ、受け皿となる公営住宅や低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃
貸住宅（＝対応可能量）の推移を整理すると次のとおりとなります。

　令和22年度の住宅確保要配慮世帯の世帯数は、2,934世帯と推計されています。一方で、公営
住宅等は対象世帯と連動して減少すると想定すると、市営住宅が1,823戸、県営住宅が 894戸の
合計2,717 戸になります。また、民間賃貸住宅においては、総世帯数に連動して減少すると想定す
ると、「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」が1,288戸存在するものと考えられ
ます。上記の対応戸数を合計すれば、需要量を上回る4,005戸であることが確認できます。
　上記の検証結果において、需要量に対して対応可能量が上回っていることから、今後建替事業に
伴い管理戸数を削減していく予定であること、これまで用途廃止予定としていた住宅を計画的に廃止
していくことを踏まえ、令和12年度時点での市営住宅の管理戸数を約2,000戸と設定します。

年度 令和 2年度 令和 7年度 令和 12年度 令和 17年度 令和 22年度 備考

需
要
量
の
推
計

推計総世帯
数 50,087 ※ 48,669 46,763 44,450 41,788 ※ R2.4.1 現状値。

推計対象世
帯数 4,052 3,701 3,347 3,070 2,934

総世帯数に
対する割合 （8.1％） （7.6％） （7.2％） （6.9％） （7.0％）

対
応
戸
数
の
想
定

公
営
住
宅
等

市
営
住
宅

2,517 2,299 2,079 1,907 1,823
対象世帯と同じ減少割合で
管理戸数を減少させるもの
と想定し、各年度の戸数を
設定。

県
営
住
宅

（
復
興
住
宅
を
除
く
）

1,234 1,127 1,019 935 894
対象世帯と同じ減少割合で
管理戸数を減少させるもの
と想定し、各年度の戸数を
設定。

小計 3,751 3,426 3,098 2,842 2,717

低
廉
な
家
賃
か
つ
一
定
の
質
が

確
保
さ
れ
た
民
間
賃
貸
住
宅

民
間
賃
貸

住
宅 1,137 1,105 1,062 1,009 949

総世帯数と連動して減少し
ていくものと想定し、各年
度の推計値を設定。

賃
貸
用
の
空
家

406 395 379 360 339

賃貸用の空家のうち、低廉
な家賃かつ一定の質が確保
されたストックが存在する
と仮定。（8.6％）
総世帯数と連動して減少し
ていくものと想定し、各年
度の推計値を設定。

小計 1,543 1,500 1,441 1,369 1,288

合計 5,294 4,926 4,539 4,211 4,005

対応戸数－対象世帯数 1,242 1,225 1,192 1,141 1,071

令和２年度管理戸数　2,517 戸　⇒　令和 12 年度管理戸数　約 2,000 戸（約２割減）
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（２）１次判定：団地の管理方針と住宅改善の
　　　　　　　　　　　必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定

　１次判定では、「団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」と「住棟の現
在の物理的特性による改善の必要性・可能性」の２段階の検討から事業手法を仮設定します。

１）団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針
　社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定します。現在の団地の
需要、効率性、立地を評価し、原則として、全ての評価項目が活用に適する場合は「継続管理する
団地」とし、いずれかの評価項目が活用に適さない場合は「継続管理について判断を留保する団地」
とします。また、活用に適する評価要素と活用に適さない評価要素が混在することが考えられますが、
個々の団地の状況等に留意し、総合的に勘案して当該団地の将来的な管理方針を判定します。

　①評価内容
　ⅰ）需要
・応募倍率及び空家率の状況等により、需要を評価をします。
・応募倍率の高い団地や空家率の低い団地は、「需要がある」と判断し、団地を継続管理するこ
とに適するものと評価します。なお、応募倍率が低く、空家率が高い団地であっても、近隣の
団地の状況等を踏まえて評価します。

　ⅱ）効率性
・敷地の高度利用の可能性等を検討し、建替事業の効率性を評価します。
・団地に係る法規制（用途地域、指定容積率、日影規制、高度地区等）、団地の敷地規模及び
形状等により高度利用の可能性等がある場合は、団地を継続管理することに適するものと評価
します。

　ⅲ）立地
・鉄道やバス等の公共交通機関が近接している、公益施設や生活利便施設、教育施設等が近接
しているなど利便性が高い場合は、団地を継続管理することに適するものと評価します。
・地域バランス確保の観点から、団地の継続管理の必要性について評価します。例えば、ある一
定のエリア内に存する唯一の団地である場合は、地域の市営住宅の需要を支える団地として継
続管理することが考えられます。
・団地が建築基準法第 39 条の災害危険区域及びその他の法令等に基づき、災害の発生により
住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域内（以下「災害危険区域等」
という。）に存しているかを評価します。
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　②評価基準
　ⅰ）需要
・政策空家を除く実空家率が11.3％未満の団地は「需要がある」と判断し、11.3％以上の団地は
「需要がない」と判定します。
		（実空家率の全体平均：11.3％（令和2年 4月1日現在））
・実空家率が11.3％以上で、過去3年間の平均応募倍率が１倍より低い団地は「需要がない」と
判定します。

　ⅱ）効率性
・敷地面積が5,000㎡未満の場合は、今後の建替事業において、同一敷地内での建替用地や整
備戸数の十分な確保が難しいことから、高度利用の可能性がないと判定します。
・敷地内に民間からの借地を含む場合（土地を取得する計画がある場合を除く）は、高度利用の
可能性がないと判定します。
・敷地の位置が市街化調整区域内の場合は、高度利用の可能性がないと判定します。

　ⅲ）立地
・団地から300 ｍ内に鉄道駅がある、もしくは300 ｍ以内にバス停留所がある場合に利便性が
高いと判定します。
・団地から500 ｍ内に公共施設や医療施設、教育施設などの日常生活に必要なサービス機能が
３つ以上ある場合には利便性が高いと判定します。
・災害危険区域等内にある場合は、個々の建物自体の安全性の有無にかかわらず、市営住宅とし
て継続的に管理する上での適地としては扱わないこととします。
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２）住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性
　住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を評価します。住棟の改善の
必要性・可能性として、「改善不要」、「改善が必要」、「優先的な対応が必要（改善可能）」、「優先的
な対応が必要（改善不可能）」の４区分に分類します。

　①評価内容
　ⅰ）躯体の安全性
・耐震改修の必要性の有無と必要な場合の耐震改修の可能性を評価します。
・耐震性に問題があると判断され、かつ、耐震改修の実施が不可能な住棟は、「優先的な対応
が必要（改善不可能）」と評価します。なお、居住性を著しく低下させるなど改善を実施するこ
とが適切ではないと判断する場合も含めます。
・躯体の耐震性に問題はあるが耐震改修の実施が可能な住棟は、「優先的な対応が必要（改善
可能）」として評価します。
・躯体の耐震性に問題がないと判断された住棟は、居住性に係る改善の必要性の評価を行います。

　ⅱ）避難の安全性
・設計図書により二方向避難及び防火区画の確保の状況を評価し、確保されていない住棟につ
いては、改善による二方向避難及び防火区画の確保の可能性を判断します。
・改善による確保が可能な場合には「優先的な対応が必要（改善可能）」、確保が困難な場合に
は「優先的な対応が必要（改善不可能）」として評価します。

　ⅲ）居住性
・設計図書等により、居住性の現状及び改善の必要性を評価します。居住性は住戸面積、省エ
ネルギー性、バリアフリー性（住戸内、共用部分及び屋外）、住戸内の設備状況等を考慮します。
・居住性について課題がある場合は、原則、改善等を実施することが求められますが、例えば、
残りの供用期間が短い場合等においては、改善等を実施しないことも検討します。

　②評価基準
　ⅰ）躯体の安全性
・昭和 56 年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき、設計、施工された住棟については耐
震性を有するものとします。
・昭和 56 年以前に建設された住棟で、既に耐震診断を行い耐震性が確認されたもの等について
は耐震性を有するものとします。
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　ⅱ）避難の安全性
・防火区画の確保は原則として新築時に法定に基づき計画されており、基本的に確保されている
とします。
・二方向避難の確保は原則として新築時に法定に基づき計画されていますが、３階建て以上の住
棟では、通常使用する住戸の玄関の他にバルコニーから隣戸等を経由して避難できる、または、
バルコニー設置の避難器具を使用して避難できる場合は確保されているとします。

　ⅲ）居住性
・住戸専用面積
部屋の間取りに応じて最低居住面積水準を満たしているか判定します。
1K～1DK：25㎡　　2K～2DK：30㎡　　3K～3DK以上：40㎡
・高齢化対応
共用部分における階段手摺の有無について判定します。
・浴室
浴室の有無について判定します。
・インフラ整備
住棟のインフラ整備が適切であるか判定します。公共下水道に接続されている、都市ガスや集
中プロパンが整備されている住棟は適切であると判定します。	
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３）１次判定結果
　２段階の検討結果を総合的に勘案し、事業手法を仮設定します。下表における区分のうち、「Ａ
グループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地・住棟）」及び「Ｂグルー
プ（継続管理について判断を留保する団地）」に区分された団地・住棟については引き続き2次判定
を実施し、それ以外のストックについては３次判定に進みます。
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（３）２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

　２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施するのか建替事業
を実施するのか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせず当面管理するのか）を留保し
た団地・住棟を対象として、「ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や当面の建替事業量の試算を踏ま
えた事業手法の仮設定」及び「将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定」の２段階の検討か
ら事業手法を仮設定します。

　１） ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定
（Ａグループの事業手法の仮設定）

　１次判定において、Ａグループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団
地・住棟）と判定した団地・住棟について、改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場
合のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や、計画期間内での建替事業量試算により、事業手法（改
善または建替）を仮設定します。
　ライフサイクルコストについては、「公営住宅等長寿命化計画策定指針Ｑ＆Ａ（平成 30 年1月）
のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算定プログラム」を参考にして算出を行います。
　改善事業または建替事業を行い、耐用年数まで活用した場合のＬＣＣ結果を比較し、原則と
して、改善よりも建替を実施する方がＬＣＣを縮減できる場合にのみ、事業手法を建替と仮設定
します。
　１次判定の結果、Ａグループと分類された城前団地については、耐用年数を経過している住棟
が多く、また、城前団地建替計画に基づき、現在建替事業を進めていることから、比較検討に
適さないものと判断し、「建替」と仮設定します。

　２）将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定（Ｂグループの事業手法の仮設定）

　１次判定において、Ｂグループ（継続管理について判断を留保する団地）と判定した団地につ
いて、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優先順位を検討し、将来にわたって「継続管理す
る団地」とするのか、将来的には他団地との集約等により用途廃止することを想定する「当面管
理する団地（建替を前提としない）」とするのかの判定を行い、さらに、事業手法を仮設定します。
　併せて、ストック推計や、将来における公的賃貸住宅や民間賃貸住宅等との役割分担を検討
した上で、市営住宅の新規整備についても検討を行います。
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（ⅰ）将来的な活用にあたっての優先順位
　１次判定に用いた社会的特性及び物理的特性に評点を付与し、住棟単位で合計して評価Ａ，Ｂ，
Ｃに分類して優先順位を付けます。

将来的な活用の優先順位付けのための評価基準

将来的な活用にあたっての優先順位付けの評価点

評価 合計点数 評価判定

Ａ 13点以上 継続管理する団地

Ｂ 11点以上 12点以下 当面管理する団地
（建替を前提としない）

Ｃ 10点以下 用途廃止を検討する団地

評価 合計点数 評価判定 判定基準 評点

社
会
的
特
性

需要 実空家率

10％未満 3

10％以上 20%未満 2

20％以上 1

政策空家 0

効率性

敷地形状
平坦地で規模が大きい（5,000㎡以上） 2

傾斜地、不整形または規模が小さい等 1

土地所有
市有地のみ 2

借地を含む 0

用途地域
市街化区域 1

市街化調整区域 0

立地

公共交通機関
鉄道駅またはバス停まで 300 ｍ以内 2

鉄道駅またはバス停まで 300 ｍを超える 1

公益施設等

5つ以上 3

3つ～ 4つ 2

2つ以下 1

物
理
的
特
性

居住性

住戸専用面積
間取りに応じた最低居住面積水準以上 1

間取りに応じた最低居住面積水準未満 0

浴室
浴室あり 1

浴室なし 0

その他 耐用年数
耐用年数を経過していない 1

耐用年数を経過している（計画期間中含む） － 1
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（ⅱ）Bグループの管理方針等の仮設定
　ストック推計プログラムにより算定した推計値と住宅ストックの現状値から、住宅供給量は十分に
充足しているものと考えられることから、（ⅰ）で評価した優先順位を基に、以下のとおり仮設定します。
　　・評価Aについて、「継続管理する団地」として仮設定します。
　　・評価 Bについて、「当面管理する団地（建替を前提としない）」として仮設定します。
　　・評価Cについて、「用途廃止を検討する団地」として仮設定します。
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３）２次判定結果
　２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象として、
将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定を行います。
　なお、その他の団地・住棟は１次判定の結果のままとし、最終的に対象団地・住棟すべてを下記
の区分に従い、仮設定します。
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（４）３次判定：計画期間における事業手法の決定

１）集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定
　１次判定及び２次判定の結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業
手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的に事業を実施するため、必要に応じて建替や改
善等の事業手法を再判定します。あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から
総合的な検討を行い、最終的に対象団地・住棟すべての事業手法を決定します。

①団地単位での効率的活用に関する検討
　今後も継続管理していくと判定された団地において、改善、建替と判定された住棟が混在する場
合には、個別で事業手法を決定していくのではなく、団地全体の今後の事業がより効率的に実施で
きるように再検討したうえで、各住棟の事業手法を決定します。

②集約・再編等の可能性に関する検討
　一定の地域内に複数の団地が存在し、「用途廃止」や「優先的な用途廃止」、「優先的な建替え」、
「維持管理」などの異なる判定になっている場合には、複数の団地を１つの団地に移転集約して、そ
の他の敷地の有効利用を図っていくことが考えられるため、地域全体での判定結果を俯瞰し、各団
地の入居状況や地域の実情なども踏まえて検討したうえで、各団地の事業手法を決定します。

③地域ニーズへの対応等の総合的な検討
　まちづくりの視点や地域単位の視点や他の事業主体等との連携の視点など、総合的な検討を行い、
事業の内容や実施時期等を検討します。

２）事業費の資産及び事業実施時期の調整検討
　中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される改善事業、建替事業、維持管理等に係る年度
別事業費を試算し、今後の財政的な見通しを立てるとともに、財政負担の平準化のための事業実施
時期の調整を行います。

３）長期的な管理の見通しの作成
　上記において検討した事業実施時期を基に、全団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見通し
を示した概ね 30 年程度の長期的な管理の見通しを検討します。

４）計画期間における事業手法の決定
　長期的な管理の見通しに基づき、計画期間内に実施を予定する事業（改善、建替、用途廃止）
を決定します。改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、個別改善か全面的改善かを
決定します。



- 52 -

以上の検討を踏まえた結果、下記のとおりとします。

　「維持管理」と判定された年貢町団地の簡平について、既に耐用年数を経過していることから、「当
面維持管理」とし、他団地との集約・建替を検討していきます。

　「優先的な建替」と判定された年貢町団地第１棟～第３棟については、過年度に大規模改善事業
により外壁改修や屋上防水の断熱改善、電気・給排水設備の改善工事を実施していることから、耐
用年限まで利用する「維持管理」とします。

　本町団地、緑町団地（簡平）、新横町団地（簡平）について、既に耐用年数を経過しているため、
改善を見送り、「当面維持管理」とします。なお、既に耐用年数を経過していることを踏まえ、今後
需要の見通しを踏まえながら、他団地との集約・建替について検討していきます。

　トドメキ団地については、改善の対象となるガスの供給方式に関して、団地の位置が供給エリア外
となっていることから、改善を見送り、「当面維持管理」とします。
　
　「用途廃止」と判定された特定公共賃貸住宅であるトドメキ団地の住棟については、住棟自体に
問題はないため、同団地内の他の住棟と合わせて、団地全体として「当面維持管理」とします。なお、
片柳町団地と合わせて、特定公共賃貸住宅の在り方について検討していきます。

　「用途廃止」と判定された高塚団地（簡平）については、旧河東町における「旧町ストック総合活
用計画」において、非現地での建替団地に位置付けられ、既に用地取得を終えております。また、
河東町に位置する市営住宅の平均応募倍率はいずれも1.0 以上であり、一定程度の需要があること、
取得済みである用地は公共交通の利便性が高く、周辺の公益施設等も充実していることから、非現
地での「建替」とし、「優先的な用途廃止」と判定された一揆塚団地をはじめ、周辺の他団地の集
約についても検討していきます。

　「用途廃止」「優先的な用途廃止」と判定された材木町団地について、別途実施した入居者アンケー
トの結果から現在地での需要が多いこと、一部借地はあるものの概ね市有地であること、公共交通
機関や公益施設等が充実していることから、規模を縮小し、また他団地の集約を検討しながら「建替」
を検討していきます。

　「用途廃止」と判定された団地については、周辺に複数の団地が存在する場合には、他団地への
集約を検討しながら、用途廃止に向けて整理していきます。
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５）３次判定結果
　以上の検討の結果から、下表のとおり事業を設定します。

６）計画期間における管理戸数の推移
　3次判定までの結果を基に、計画期間（10 年間）における管理戸数の推移を次の表に示します。
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　市営住宅の長寿命化に向けて、故障や不具合を未然に防ぐ予防保全を推進するためには、部位や
設備機器の点検を適切に実施する必要があります。そのため、建築基準法や消防法、水道法等の
関係法令に基づく「法定点検」を適切に実施するとともに、「会津若松市公共施設等総合管理計画」
や「会津若松市市営住宅保全点検マニュアル」に基づき、法定点検の対象外である住棟も含めた全
ての住棟や公園遊具等を点検する「保全点検」を定期的に実施し、状況把握に努めます。

　市営住宅の故障や不具合の兆候をより早期に発見するため、目視により容易に確認することが可
能な部位については、全ての住棟を対象とした日常点検を臨機に実施します。
　点検方法については、速やかな対応が行えるように、建築基準法第12条で規定する有資格者以
外の者による実施も可能な簡便なものとします。なお、日常点検は、公営住宅等日常点検マニュアル（国
土交通省住宅局住宅総合整備課　平成 28 年 8月）を参考に実施することとします。
　また、集会所や自転車置場、駐車場等の共同施設についても、入居者が良好な居住環境を確保
する上で適切な整備が必要であるため、住棟と同様に日常点検を実施します。
　バルコニー等の入居者が専用的に使用する共用部分や、台所・浴室の専用部分のうち、入居者の
安全性に係る部分・部品等については、住宅内部に立ち入る必要があり、定期点検や日常点検を実
施することが困難であるため、入退去時に確実に点検を実施します。

　各点検の結果は、修繕や維持管理の計画の見直しや次回以降の点検の実施方針に役立てられる
よう、逐次データベースにより管理し、集計・分析が可能な状態とします。

第６章　点検の実施方針

１．定期点検の実施方針

２．日常点検の実施方針

３．点検結果の管理
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　市営住宅を長期にわたって良好に維持管理していくためには、建物の部位や設備等の劣化状況に
応じて適時適切な修繕を計画的に実施する必要があります。そのため、定期点検や日常点検等の適
切な実施により建物の状況を把握するとともに、国の策定指針において示されている部位ごとの修
繕周期を参考に、将来的に必要となる費用を把握し、効率的な計画修繕を実施していきます。
　なお、計画修繕の実施時期と改善事業の実施時期が近い場合などは、効率的な工事の実施のた
めに工事実施時期を調整するものとし、また、定期点検や修繕実施前の事前調査の結果、建物の
安全性が確認された場合には、予定していた計画修繕の実施時期を延期することも検討します。

　良質なストックを長期的に維持するために、事業手法の選定により「継続管理する団地」に分類し
た住棟を計画修繕の対象とします。また、「当面管理する団地」に分類した住棟については、施設の
耐用年限や劣化状況に応じて適切な修繕の実施を検討します。

第７章　計画修繕の実施方針

１．基本方針

２．修繕対象住棟
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　団地・住棟の状況に応じた改善事業の必要性・効果を考慮し、改善事業類型ごとの実施方針を以
下のとおりとします。
　以下の実施方針に基づき、今後も継続して管理する住棟を耐用年限まで活用するため、長寿命化
型改善の実施を進めるとともに、各住棟の現況を踏まえ、安全性や居住性等に関して課題が残る住
棟においては、安全性確保型や居住性向上型等の改善事業を実施していきます。

（１）安全性確保型
　既存エレベーターの耐震改修を行い、非常時に円滑に避難できるよう改修するなど、入居者が
安全に暮らすことができるよう、住戸・住棟の安全性を高める改善を行います。

（２）長寿命化型
　外壁改修や屋上防水の断熱改善、外部手摺のアルミ化などを一体的に行う大規模改善工事に
より、長期的な活用を図るべき住棟において、耐久性の向上や躯体への影響の低減、維持管理の
容易性向上の観点から、予防保全的な改善を行います。

（３）福祉対応型
　集会所のトイレのバリアフリー化を図るなど、高齢者等が安全・安心に居住できるよう、施設の
バリアフリー化を進めます。

（４）居住性向上型
　開口部をアルミサッシに交換するなど、住戸・住棟設備の機能を改善し、居住性を向上させます。

第８章　改善事業の実施方針
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　建替事業の実施にあたっては、市営住宅の建設年度や立地条件、周辺地域における需要や課題
等を考慮し、建替後の土地利用や地域に貢献する公益施設・生活支援施設等の導入、事業の実施
順序や時期等を検討しながら進めていきます。
　市営住宅の整備においては、耐震性の確保はもとより、省エネルギー性能、バリアフリー対応、
耐久性等の確保に努めるとともに、世帯人数や身体状況等に応じた規模及び設備を備えたものとな
るよう努めます。
　また、管理の効率化を図るため、現入居世帯の状況を考慮しつつ、居住水準の向上を図ることを
基本とし、耐用年数を超過し、老朽化が進んでいる団地については、集約や用途廃止について検討
していきます。
　さらには、団地の建替において、土地の有効利用により生じる余剰地等の有効活用を図るとともに、
民間事業者等との連携についても検討していきます。

　前計画において建替の対象と判定され、現在建替事業を進めている城前団地については、本計
画においても建替による活用団地と位置付け、引き続き事業を進めていきます。
　また、既に用地取得が済んでいる高塚団地（簡平）や新たに建替と判定された材木町団地について、
城前団地の建替事業の進捗や社会情勢の推移を見極めながら、建替事業の実施を検討していきます。
　なお、建替事業の検討にあたっては、事業量の平準化や団地の老朽度等を考慮するとともに、他
団地の集約やPPP/PFIの活用についても検討していきます。

第９章　建替事業の実施方針

１．基本方針

２．整備方針
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　建替事業の実施に際しては、住み替えや仮移転、工事に伴う騒音や車両の出入りなどにより入居
者の生活に大きな影響を与えるため、事前の調査や住民説明会の開催などにより、入居者の意見や
個々の事情を把握し、事業に関する合意の形成に努めます。

　本計画では、安全性・居住性の確保が困難な老朽化した住宅や借地に立地している住宅等につい
て、集約や建替、用途廃止を予定しています。
　一定数の自然退居も見込まれますが、前計画においても「用途廃止」と位置付けられていた住棟
については、入居者の理解を得ながら、他の市営住宅ストックへの住み替えを促進するなど計画的
に進めていきます。
　また、今回新たに「建替」や「用途廃止」と判定された住棟については、政策空家の対象とし、
新たな募集は停止することとします。

　長期的な需要の変動と連動して市営住宅の供給量をコントロールしていくためには、最新の将来
人口予測や社会情勢の変化、建替事業の進捗状況などに応じて、市営住宅に対する需要の動向の
変化を把握することが重要であり、状況に応じて計画を見直す必要があります。
　また、本計画では、国の指針に基づいて推計した需要量に応じて、市営住宅のストック量を設定し、
供給戸数を削減していくことにしましたが、「第２期会津若松市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」
に示されている人口減少対策の効果などにより市営住宅の需要見通しが変わり、供給戸数に不足が
生じる場合には、民間賃貸住宅の活用に向けた制度の枠組みについて事業者や専門家等の知見を
得ながら検討します。

第10章　事業の推進にあたって

１．事業実施に係る入居者との合意形成

２．団地における住み替えの促進と政策空家

３．需要の見通しに立った供給方針の再検討と民間活用




